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感染拡大を踏まえた障害福祉サービス事業所等における

新型コロナウイルス感染症対策の徹底について 

 

平素は、本県障害福祉行政の推進にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し

上げます。 

去る１月 13 日に兵庫県に緊急事態宣言が発令され 10 日以上が経ちますが、

依然として１日に 200 人を超える新規感染者が確認され、重症病床使用率が

50％を超えるなど、医療体制は非常に厳しい状況となっています。こうしたこ

とから、今般、兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添のとお

り、クラスターが発生した施設で利用者が療養する際の健康管理体制確保支援

や自宅待機者で障害福祉サービスを必要とする場合の支援等、現下の感染状況

を踏まえた対策が示されましたのでお知らせします。これらの対策の詳細につ

いては、決まり次第改めてご案内しますので、引き続き、保健所や市町等と調整

しつつ、利用者の状況等に応じたご対応をお願いします。 

また、緊急事態宣言発令以降も障害福祉サービス事業所等において多くの感

染が発生しています。ついては、改めて令和３年１月 13 日付け本県事務連絡等

に記載の感染防止対策の徹底とサービス提供の継続をお願いするとともに、「障

害福祉サービス施設・事業所職員のための感染症対策マニュアル」や「障害福祉

サービス事業所等における業務継続ガイドライン」等も参考に、各障害福祉サ

ービス事業所において感染が発生した場合のシミュレーションや必要な備えを

あらかじめ行っていただくようお願いします。 

 

（参考） 

 ○令和３年１月 13 日付け兵庫県事務連絡「「緊急事態宣言」発令に係る障害

福祉サービス事業所の対応について」 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/210113_1kinkyujitai_chui.pdf 

 



 ○令和２年 10 月 15 日付け厚生労働省事務連絡「社会福祉施設等における感

染拡大防止のための留意点について（その 2）（一部改正）」 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/201015_1kansenboushi_sono2.pdf 

 

 ○兵庫県ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）」 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/korona_jigyou.html 

 

 ○兵庫県ホームページ「新型コロナウイルス関連のお知らせ（障害福祉サー

ビス等事業者向け）」 

※「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染症対策マニュアル」及 

 び「障害福祉サービス事業書等における業務継続ガイドライン」も掲載 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/singatakorona.html 

 



新型コロナウイルス感染症患者急増対策について 

 

 新型コロナウイルス感染者の急増を踏まえ、入院医療体制等の拡充や、円滑な入退院に向けた病院等への

「入口」及び「出口」対策を強化するとともに、増加している入院調整中の患者への適切な対応を推進する。 
 

Ⅰ 現状及び課題 

区 分 現 状 / 課 題 

入院病床 

(756床) 

・病床使用率の高い水準が継続し、厳しい運用状況 

・退院基準満了者のうち、特に社会福祉施設や自宅から入院した高齢者の退院先確保が困難 

・コロナ治療終了後の一般病院転院や、症状軽快後の宿泊施設への移行の円滑実施が必要 

宿泊療養 

（988室） 

・受入体制の強化により、宿泊療養室使用率が上昇 

・宿泊療養基準に該当しない高齢者等が入院調整（自宅待機） 

→ 宿泊療養施設の受入対象の弾力化や、施設での一定の医療的対応が必要 

入院調整等 

・クラスター発生施設での適切な療養に向けた支援の必要 

・入院調整者の増加により、自宅待機者の症状のより的確な把握や、病状急変への対応など

機動的な対応が必要（特に要介護者等への対応） 
 

Ⅱ 入口対策 

１ 病床数の拡充  

800床（＋50床）程度の体制構築をめざし、医療機関に病床確保を要請中  
 

２ 宿泊療養施設の受入拡充  

1,200室（+200室）程度の体制構築をめざし、新たな施設の確保に向け交渉中 
 

３ 入院調整機能の強化  

   CCC-hyogoでの医師及び調整事務スタッフの充実(看護系大学の教員等の派遣依頼) 
 

Ⅲ 出口対策 

１ 症状軽快者の転院等受入促進  

①重症対応医療機関から中軽症対応医療機関等への転院促進、②入院対応医療機関から宿泊療養施

設への転送促進について、各医療機関へ依頼 (1/13通知発出) 

 

２ 回復者の転院受入促進  

（１）「新型コロナウイルス感染症回復者転院支援窓口」の設置 

当面の間、県病院協会・県民間病院協会に「転院支援窓口」を設置し、医療機関の地域連携室    

等と連携し回復者の転院受入を促進 
 

（２）転院受入医療機関への支援 

入院対応医療機関から一般医療機関への転院を促進するため、転院受入れ支援を実施 

① 期 間  緊急事態措置期間中 

② 内 容  1名受入れあたり10万円 (定額：10千円×10日間程度) 

  （参考）回復した患者の転院受入促進 

【診療報酬加算・250点→750点（12/15～）,・950点（1/22～）】 

 

３ 社会福祉施設への回復者の受入促進   

 （１）退院基準満了証明（仮称）の発行  

県が回復者の退院基準満了証明を行い（医療機関が交付）、社会福祉施設への円滑な受入を促進 



 

（２）社会福祉施設への退院受入支援の実施 

退院にあたって、社会福祉施設等への入居が必要な場合、社会福祉施設への受入れ支援を実施 

① 期 間  緊急事態措置期間中 

② 内 容  1名受入れあたり10万円 (定額：10千円×10日間程度) 

  （参考）回復した患者の退院受入の通知、定員超過減算不適用(12/25国通知) 

 

Ⅳ 入院調整者等への対応 
 

１ 医療機関・社会福祉施設等でのクラスター対策等  

（１） 感染管理認定看護師等を派遣し、施設特性に応じゾーニング、防護具着脱訓練の実施 
 

（２）一般医療機関へのクラスター発生時の空床確保料を支援 

陽性患者の受入れを実施する医療機関に対し、重点医療機関並の空床確保料を支援 
 

（３）精神科医療機関への感染者発生時の支援 

感染症専門医・感染管理認定看護師による感染拡大防止対策指導や陽性者への治療支援 
 

（４）社会福祉施設への感染者発生時の支援 

  特別なコロナ対応が必要でない場合、社会福祉施設入所者は当該施設で療養することとし、患者を

健康管理する当該施設に対し、サービス継続支援事業等で賄えない経費について、医師の配置等、適

切な健康管理体制の確保に必要な経費を支援 

・対象経費 健康管理にかかる医師、看護師等人件費、従事者宿泊費、防護具等 

   （支援金額例）感染者30人規模、健康管理30日間で想定した場合 概ね750万円 

    

 ２ 宿泊療養施設の対応強化  
 

（１）宿泊療養施設の受入対象患者のさらなる弾力運用 

    医師等の判断により、65歳以上の高齢者等について入院を経ない宿泊療養を試行的に実施 
 

（２） 宿泊療養施設への医療チームの派遣 

オンコール医師の対応に加え、DMATの仕組み等を活用して医師等の医療チームを派遣し、医療ケ

アの必要がある患者の受入れ増加により、施設利用を促進し医療機関の負担を軽減 

    

３ 自宅待機者に対するフォローアップ体制の強化  

患者の状況に対応し健康観察を強化するとともに、要介護者には介護サービス確保を支援 

（１）健康観察の強化 

① 全自宅待機者への対応 

感染予防対策の周知徹底、アプリを活用した健康観察、保健師等による相談 

② 高齢者や基礎疾患を有するなど特に注意が必要な方への対応 

パルスオキシメーター等を活用した看護系大学教員等による家庭訪問等の実施 
 

（２）介護・障害福祉サービスを必要とする場合 

訪問介護等既に利用しているサービスがある場合には、当該サービスを提供している事業所による

サービス継続等により支援。新たにサービスが必要となる場合には、市町、介護支援専門員、相談支

援専門員、訪問看護・介護事業者等関係者が連携し、必要なサービスを提供。いずれの場合も、必要

となるかかり増し経費に加え、協力金を支給 
   ・１日あたり協力金  訪問看護52,000円 訪問介護38,000円 等 

 


